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公 安 委 員 会 会 議 録 

 

開 催 日 時 

自 午後 １時００分 

令和６年１０月２日（水）   

              至 午後 ２時４９分 

 

開 催 場 所 

 

 

 山口県警察本部公安委員室 

 

出 

席 

者 

公 安 委 員  弘永委員長 今村委員 野村委員 

 

 

第１ 決裁・報告 

   課長等から下記のとおり説明を受け、決裁を行うなどした。 

 

 １ 決裁概要 

 ⑴ 公安委員会宛て文書への対応方針 

   公安委員会会務官から、公安委員会宛てになされた文書について対応方針の説明

を受け、決裁した。 

⑵ 審査請求に係る弁明書の作成 

交通指導課長から、９月１１日に受理の報告を受けた審査請求について、生活安全

企画課長から、９月１１日に受理の報告を受けた審査請求について、それぞれ弁明書

を決定し、審査請求人に対する弁明書の送付及び反論書の提出要求について説明を受

け、決裁した。 

⑶ 個人情報保護条例に基づく却下決定に対する審査請求に係る答申の受理 

警察県民課長から、令和４年６月２９日付け及び令和４年８月２４日付け（２件）

で警察本部長が行った処分に対する審査請求について、山口県情報公開・個人情報保

護審査会から答申を受理した旨の説明を受け、決裁した。 

⑷ 個人情報保護条例に基づく部分開示決定に対する審査請求に係る答申の受理 

警察県民課長から、令和５年１月２５日付け（２件）で公安委員会が行った処分に

対する審査請求について、山口県情報公開・個人情報保護審査会から答申を受理した

旨の説明を受け、決裁した。 

 

２ 報告概要 

⑴ ストーカー規制法に基づく禁止命令等の実施状況 

人身安全・少年課長から、９月中のストーカー規制法に基づく禁止命令等の実施状

況について報告を受けた。 

 

第２ 協議 

今後の公安委員会における運営について、協議した。 

 

第３ その他 

山口県公安委員長を代理する者の順位について、委員間の互選により、１０月１４日

以降、第１順位野村委員、第２順位弘永委員とすることとした。  

 


